
企業主導型保育園 Thank you 運営規程 
（施設目的） 

第 1 条  株式会社ケイ・フロント・サービスが設置する企業主導型保育園 Thank you（以下「当

園」という。）が企業主導型保育施設として行う保育事業の適切な運営を確保するために人員及

び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子どもに対し、適正な保育サー 

ビスを提供することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第 2 条  当圃は、 良質な水準かつ適切な内容の保育サー ピスの提供を行うことにより、全ての 

子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されるよう努める。 

2       保育サービスの提供に当たっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進

するため、子どもの意思及び人格を尊重して保育を提供するよう努める。 

3    当園は、子どもの属する家庭の保護者（以下「保護者」という。）及び地域との結び付きを重視

した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、

地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

 

（保育理念） 

第 3 条  当園の理念は『子どもの最善の利益を第一に豊かに生き抜く力を育てる』である。園児の

身体、精神の成長、他者に心遣いができる道徳教育、就学前に習得しておきたい学習を日常保育

時間に取り入れ、無理なく学習が楽しく、好きになるように保育いたします。 

 

（名称及び所在地） 

第 4 条  当園の名称及び所在地は次のとおりとする。 

1. 名 称  企業主導型保育園 Thank you 

2. 所在地  神奈川県茅ヶ崎市松林 1－16－33 

 

（業務委託法人） 

第 5 条 業務委託法人は次のとおりとする。 

1. 名 称  一般社団法人おやこえっせ  

2. 所在地  神奈川県藤沢市辻堂神台二丁目 2-2 ココテラス湘南 3 階 

3. 業務委託内容：保育士人材の教育研修、確保、勤務管理、就労環境改善、福利厚生等 

 

（提供する保育サービスの内容） 

第 6 条 当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、平成 29 年度企

業主導型保育事業等の実施について（府子本第 370 号、 雇児発 0427 第 2 号 平成 29 年 4

月 27 日付）の別添「平成 29 年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」（以下「実施要綱」

という。）及び平成 29 年度企業主導型保育事業助成要領（以下「助成要領」という。）並びに保育

所保育指針（平成 20 年告示）及び保育 課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育サービスを提

供する。 

 



（職員の職種、 職員数及ぴ職務内容） 

第 7 条 当園が保育サービスを提供するにあたって配置する職員の職種、職員数及び職務内容は

次のとおりとする。 ただし、職員の配置については、実施要綱の第 3 の 2 (3) に定める配置基準以

上とする。 尚、職員は入所人数等により変動することがある。 

1. 施設運営者 株式会社ケイ・フロント・サービス 代表取締役 前田かおり

施設運営者は当園の運営方針および保育指針の全てを決定し、運営を監督監視するととも

に職員の雇用環境を整え、地域のために貢献する。

2. 施設長園長   熊谷美波

施設長園長は、保育・教育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、当園運

営の管理全般及び職員の業務の管理を主体的に行う。

3. 副主任保育士  ２名

主任、副主任保育士は、園長を補佐するとともに、保育計画の立案や保護者からの育児相

談、地域の子育て支援活動及び保育内容について把握し、当園のサービス向上ならびに

教育的保育の推進に努める。併せて施設の保育士を統括する役割を担う

4. 職務リーダー保育士  １名

職務リーダーは当園の運営を円滑に進めるため、業務の目的達成に特化した役割を担

い、上席補佐をする。

5. 一般職員保育士

一般職員保育士は、保育計画及び保育課程の計画に基づき行動する。当園が目指す、保

育の質の向上に尽力し、すべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよ

う保育を行う。

6. 子育て支援員

支援員は保育補助および施設運営全般の補助的役割を担い、園が円滑に運営するため

の補助全ての業務を行う。

7. 栄養士

栄養士は、園児の食に関する全般の管理を担う。献立作成、食材調達、調理員指導ととも

に園児の育成状況の把握、家庭での食事環境の把握を行ない、育成記録に関するデータ

を保育士と共有する。また必要と判断した場合、保護者へ食育の情報提供と園児の育成

に伴う食事指導を行う。

8. 調理員

調理員は、献立に基づく調理業務及び食材管理を担う。また調理器具、調理場の衛生、安

全面の管理も同時に担う。
9.  連携事務員 

当園の事務手続きに関するすべての管理を担う。

（外部嘱託医） 

第 8 条 当園の嘱託医は次項のとおりである。 

1. 嘱託医   平野こどもクリニック



所在地  茅ヶ崎市本宿町 3ー6 

嘱託医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員への育成

指導及び相談指導を行う。 

2. 嘱託歯科医    にし歯科医院

所在地  茅ヶ崎市赤松町5-45

嘱託歯科医は、当園の子どもの歯科健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診を行う。

（保育・教育を提供する日） 

第 9 条 当圏の保育・教育を提供する日は、月曜日から土曜日までの間で利用する子どもの属する

家庭及び地域の需要を適切に把握したうえで設定するものとする。 ただし、国民の祝日に関する
法律（昭和 23 年法律第 178 号） に規定する休日とする。（12 月 29 日～１月３日除く。） 

（保育・教育を提供する時間） 

第 10 条  開所時間及び保育提供時間は次のとおりとする。 

1. 当園が定める開所時間は、 次のとおりとする。

基本開所時間 (11 時間）月～土曜日  8 時から 19 時までとする。

2. 保育提供時間

当園が定める次の時間帯の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。

月～土曜日  8 時から 19 時までとする。

上記以外の時間帯は次項 3 のとおり。

3. 延長時間

月～金曜日 7 時から 8 時までとする。

なお、延長の申込は事前に保護者から申し出るものとする。

（利用料その他の費用等） 

第 11 条 保護者は、当園が定める利用料を個人利用契約（以下、個人契約）に基づき、支払うも

のとする。 

2  第 1 項に定めるもののほか、契約に掲げる当園の保育において提供する便宜に要する費用つ

いては、保護者より実費の負担を受けるものとする。 

（利用定員） 

第 12 条 利用定員は、29 名（企業枠 15 名、地域枠 14 名）とする。尚、企業枠契約を優先する場

合がある。 

2  定員内、自社枠は 3 名とする。 

3  非正規労働者受入推進枠は 14 名とする。 

（利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項） 

第 13 条 当園は、入園に関し必要とされる書類一式（保育支給認定証又は保護者の就労証明書

を含む）の提出をもって、保護者から入所の申込を受け、定員に余裕がある場合は利用に応じるも

のとする。 

2  当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、園児の入園前面談と家庭状況の



確認、保護者就労状況の確認、その他、保育に必要な情報の内容を確認する。 

3    次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。 

1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第 1 条の規定に該当しなくなったとき。 

2) 保護者から個別契約解約の申出があったとき。 

3) 利用を継続することが不可能であると認めたとき。 

4) 保護者から提出された書類に虚偽内容が認められたとき。 

5) 契約に従わないとき。 

6) 職員に対するハラスメント、暴言、暴力があったとき。 

7) その他、利用を継続するのに重大な支障又は困難が生じたとき。 

4     個別契約を自己都合で解除する場合、希望する解除予定日が属する月の 2 ヶ月前の毎月締

め日の 15 日まで（必着消印有効）に契約解除届を管理事務局へ通知する。 

 

郵送先は 

〒253-0017 茅ヶ崎市松林 1-16-33 株式会社ケイ・フロント・サービス 宛 とする。尚、郵送

提出以外は受け付けない。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第 14 条 当圏は、保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速

やかに保護者等に連絡をするとともに、嘱託医に相談する等の措置を講じる。 

2  保育の提供により事故が発生した場合は、茅ヶ崎市保育課及び保護者並びに公益財団法人

児童育成協会に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 

3   園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、 損害賠償を速やかに行

う。 

 

（非常災害対策） 

第 15 条  当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関

係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月 1 回以

上防火、避難及び救出その他必要な訓練を実施する。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第 16 条  当園は、園児の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。 

1) 人権の擁護、 虐待の防止等に関する必要な体制の整備 

2) 職員による園児に対する虐待等の行為の禁止 

3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 

4) 虐待防止委員会の設置 

5) その他虐待防止のために必要な措置 

同条第 1 項第 2 号における虐待等の行為とは 「茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営の基準に関する条例（以下「市運営基準条例」という。）」規定する行為をいう。 

2  当園は、保育の提供中に当園の職員又は保護者（子どもを現に養育する者）による虐待を受

けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、

茅ヶ崎市保育課、児童相談所等 適切な機関に通告する。 



 

（苦情対応） 

第 17 条  当園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦

情受付担当者は、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、

苦情に対して必要な措置を講じる。 

2  苦情を受け付けた際は、 速やかに事実関係等を調査するとともに、 苦情申出者との話し合いに

よる解決に努める。 その結果、 必要な改善を行う。 

3  苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。 

 

（安全対策と事故防止） 

第 18 条  当園は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、事故防止 · 事故対応

マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。 

2  事故発生防止のための管理担当者の設置及び職員に対する研修を実施する。併せて、アレル

ギー緊急時対応マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努める。 

3  当園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因

を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。 

事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間 30 日以

上の負傷や疾病を伴う重篤な事故（意識不明の事故を含む）に ついては、茅ヶ崎市保育課及び公

益財団法人児童育成協会にも報告する。 

 

（健康管理・衛生管理） 

第 19 条 当園では、園児に対して、年に 2 回の定期健康診断及び必要とあれば臨時の健康診断

を、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に規定する健康診断に準じて実施する。 

2  当圏は、感染症又は食中毒が発生し、 又はまん延しないように、 国の「保育所における感染症

対策ガイドライン」等に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。 

 

（保護者に対する支援） 

第 20 条  当園は、障害や発達上の支援を必要とする子どもとその保護者に対して、十分な配慮の

もと保育や支援を行う。園児や保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行

う。 

2  当園は、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者の状況に配慮するとともに、

園児の快適で健康な生活が維持できるよう、保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。 

 

（業務の質評価） 

第 21 条  当園は、保育の質の評価を行い、常にその改善を図り保育の質の向上を目指す。 

2  保育士等の評価及び当園の自己評価については、年 1 回は行う。 

3  外部による評価については、福祉サー ビスに係る第三者評価の受審に努める。 

 

（秘密保持） 

第 22 条 当園の職員は、業務上知り得た園児及びその保護者の情報、園運営に関する情報、職

員に関する情報のすべてに秘密保持する責任がある。入社時には全員の秘密保持契約書を締結



する。 

2  職員でなくなった後、退職後においても同様に秘密を保持する誓約を締結する。 

（記録の整備） 

第 23 条  当園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を作成、整備し、その完結の日から 5 年

間保存する。 

1) 保育の実施に当たっての計画

2) 保育課程・月間指導計画・月間個別指導計画・活動プログラム

3) 提供した保育に係る提供記録

4) 保育日誌・登園表・活動プログラム

5) 市町村等への通知に係る記録

6) 私設保育設置届

7) 保護者等からの苦情の内容等の記録

8) 保護者メール・苦情処理記録

9) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

10) ケガ、事故報告書・保育報告

11) 保育所児童保育要録・・・・・・・当該児童が小学校を卒業するまでの間保存

附則 

１，この規程は、平成 30 年 3 月 5 日から施行する。 

２，この規程は、令和 2 年 2 月 18 日から改訂し施行する。 

３，この規程は、令和 3 年 10 月 15 日から改訂し施行する。 

４，この規程は、令和 4 年 2 月 26 日から改訂し施行する。 

５，この規程は、令和 5 年 2 月 6 日から改訂し施行する。 

6，この規程は、令和 6 年 12 月 23 日から改訂し施行する。 
7，この規程は令和７年４月１日から改訂し施行する。
8，この規程は令和8年4月1日から改訂し施行する。



別添 

１，保育の提供に要する実費に係る利用者負担 

令和 7 年度 

項 目 内容、負担を求める理由および目的 金 額（税込） 

入園時消耗品費 
防災頭巾、コットカバー、毛布、タオルケッ

ト、帽子、コップ、歯ブラシ等消耗品を購

入させて頂きます。

一時金 29,500 円 

保育料 保育利用に関する費用（年齢別） 月額 36,800～37,000 円 

副食費 無償化対象者のみ 月額 5,500 円（一律） 

衛生管理費 

手ぶら保育サービスのおむつや児童衣

服預かり洗濯サービスにかかる 

衛生消耗自己負担費用 

月額 4,890 円 

教育学習費 
クジラクラス（3 歳〜）の学習支援費用 月額 15,300 円 

0 歳～6 歳までの学習ブック購入費 月額 422 円～462 円 

一時預かり事業 

（一般型） 
一時保育利用料 1 時間 1,200 円 

一時保育食事 昼食 1 回 550 円 

一時保育その他 おやつ 1 回 330 円 

早朝利用 
延長料 1 時間 1,200 円 

月定額 5,000 円 

小学校までに 

身につけたい特別学習 

「学ぶプログラム」 

クジラクラス全員対象 月/15,300 円 

※その他 イベント参加費（芋ほり、運動会など）で実費を請求する場合がございます。

２，無償化対応について 

0 歳～2 歳の非課税世帯および 3 歳から無償化対象となります。 

尚、事前に対象を証明する証書及び支給認定書の提出が必要です。早めに自治体への相談をお

願いいたします。 


